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<運送会社の経営情報> 

｢定年後再雇用と処遇｣をめぐる東京地裁判決の影響は？ 

■会社に賃金差額の支払いを命じる判決■ 

新聞報道等で既にご存じの方も多いと思いますが、5月13日に東京地裁からトラックドライバ

ーの定年後の再雇用と処遇(賃金)についてこれまでの“常識”を覆す判決が出ました。

判決の趣旨は｢定年後に嘱託社員として再雇用された3人の労働者(トラック

ドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(運送会社)

が賃金を約3割引き下げたことは違法(労働契約法20条違反)である｣というもの

で、会社には賃金の差額の支払いなどが命じられました。

このような賃金格差について労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件

の禁止)の違反を認めた判決は過去に例がなく、労働者側の弁護士は｢通常の労働者と定年後再雇

用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決である｣と評価してい

ます。

また、原告のドライバーの１人は｢同じような立場の人にこの判決が力となれば｣と話している

そうです。

判決後、会社側はすぐに控訴したため、裁判における最終的な結論がどのようになるかは現時

点ではわかりませんが、仮にこの判決(＝労働者側の勝訴)が高裁・最高裁で維持された場合、定

年後再雇用者の賃金引下げは認められなくなるケースが出てくる可能性があり、企業実務への影

響は非常に大きなものとなります。

特に、人手不足もあり運送業界では 60歳以上のドライバーを定年退職後も継続雇用の形式で

多く採用しているのが実情です。職務内容も殆どが従来と変わりがありません。

しかし、多くの会社では、賃金は現役時代(60歳以下)に比べて下げています。

現役時代の賃金との差額を雇用保険制度の｢高年齢継続給付金｣で補填しているケースも多々

あります。 

今後の裁判で裁判官がどのような判断を下すのか(裁判がどのような結論となるのか)につい

て、注視しておく必要があるでしょう。

このような判決を踏まえ、会社側の対応としては、定年後継続勤務者を対象とした｢嘱託社員

就業規則｣を作成し、職務範囲及び賃金について明確に定める必要があります。 

【参考条文】労働契約法第20条 

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあるこ

とにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容で

ある労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該

業務に伴う責任の程度(以下この条において｢職務の内容｣という。)、当該職務の内容及び配置の

変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

※※共栄ニュースはe-メールによる配信も承ります。※※ 

ご要望の際はメールアドレスを FAX(06-6535-7517)までご連絡ください。
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